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投票所一覧 群
馬
県
知
事
選
挙

あ
な
た
の
一
票
で
―

何
か
が
変
わ
る
か
も

７
月

５
日
㊐

 

投
票
日
・
時
間

投
票
場
所
・
持
ち
物

　

投
票
所
と
投
票
区
域
の
地
区
は
、左

ペ
ー
ジ
の
表
の
と
お
り
で
す
。投
票
権

の
あ
る
人
に
は
、町
選
挙
管
理
委
員
会

か
ら
投
票
日
前
に
入
場
券
が
郵
送
さ
れ

ま
す
。入
場
券
が
届
か
な
い
人
や
、な
く

し
て
し
ま
っ
た
人
は
、町
選
挙
管
理
委

員
会
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

投
票
で
き
る
人

▼
次
の
①
と
②
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
人

①
投
票
日
に
満
20
歳
以
上
の
人（
平
成

７
年
７
月
６
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
）

②
平
成
27
年
３
月
17
日
以
前
か
ら
邑
楽

町
の
住
民
基
本
台
帳
に
引
き
続
き
記
録

さ
れ
て
い
る
人

※
入
場
券
が
届
い
て
も
、投
票
す
る
前

に
転
出
す
る
と
投
票
で
き
な
く
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。事
前
に
お
問
い
合
せ

く
だ
さ
い
。

不
在
者
投
票

病
院
や
施
設
で
の
不
在
者
投
票

　

県
選
挙
管
理
委
員
会
の
指
定
し
た
病

院
や
施
設
な
ど
に
入
院
、
ま
た
は
入
所

し
て
い
る
人
は
、
不
在
者
投
票
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
病
院
長
ま
た
は
施

設
長
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

　

身
体
が
不
自
由
で
投
票
に
行
け
な
い

人
の
た
め
に
、
郵
便
で
投
票
で
き
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
人
は
事
前

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象　

要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護

５
の
人
や
身
体
障
害
者
手
帳
、
ま
た
は

戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

重
度
の
身
体
障
害
者

遠
隔
地（
滞
在
地
）の
他
市
区
町
村
で
投

票
　

長
期
出
張
や
出
産
な
ど
に
よ
り
他
市

区
町
村
に
滞
在
し
て
い
る
た
め
、
投
票

日
や
期
日
前
投
票
期
間
中
に
邑
楽
町
の

投
票
所
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
人

は
、
滞
在
す
る
市
区
町
村
の
選
挙
管
理

委
員
会
で
、
不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
町
選
挙
管

理
委
員
会
に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

期
日
前
投
票

　

投
票
日
に
仕
事
や
レ
ジ
ャ
ー
な
ど

で
投
票
所
で
投
票
で
き
な
い
人
は
、前

も
っ
て
期
日
前
投
票
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

▼
期
間　

６
月
19
日
㊎
〜
７
月
４
日
㊏

▼
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

▼
場
所　

役
場
１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ロ

ビ
ー

※
入
場
券
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▶横町化楽（３区）
▶光善寺（15区）
▶新中野（33区）

【対象地区】
邑楽町立集会所
第２投票区

▶前谷東原（２区）
▶鶉新田（14区）
▶明野（34区）
▶下中野（１区）
（1～6班、12・13班）

【対象地区】
明野公民館
第３投票区

▶天王元宿（５区）
▶十三坊塚（６区）
▶上下西宿（７区）
▶前瀬戸宿（８区）
▶千原田向地（９区）

【対象地区】
邑楽町公民館
第１投票区

▶大根村琵琶首
　（10区）
▶渋沼（19区）
▶石打（20区）

【対象地区】

高島小学校

北保育園北保育園

国道122号

高島幼稚園高島幼稚園

松本公園

勤労青少年ホーム勤労青少年ホーム
福祉センター福祉センター

（ヤングプラザ）（ヤングプラザ）

邑楽町勤労青少年ホーム
第８投票区

▶坪谷（22区）
▶水立大黒（23区）

【対象地区】
邑楽町産業研修会館
第９投票区

▶藤川（16区）
▶秋妻（17区）
▶一本木（18区）

【対象地区】
高島幼稚園
第７投票区

▶前原（４区）
【対象地区】

邑楽町役場
第５投票区

▶谷中蛭沼（11区）
▶住谷崎（21区）

【対象地区】
11区公民館
第６投票区

▶鶉上（12区）
▶鶉下（13区）
▶下中野（１区）
（7～11班､51班）

【対象地区】
鶉区民館
第４投票区

午
前
７
時
〜
午
後
７
時

問合先
町選挙管理委員会（役場総務課内）
Ｇ47-5006（直通）

●投票・開票結果は、町ホームペー●投票・開票結果は、町ホームペー
ジから確認することができます。ジから確認することができます。

スマートフォン用スマートフォン用 その他、携帯電話用その他、携帯電話用

ＱＲコードＱＲコード

選
挙
に

　
　

行
こ
う
!

▶古家十軒（30区）
▶大谷端宿赤東
　（31区）
▶開拓（32区）

【対象地区】
赤堀転作促進
集落センター

▶西ノ根宮内中島
　（24区）
▶馬場大林（25区）
▶寺中（26区）

【対象地区】
第25区ふれあいセンター
第10投票区

▶十三軒（27区）
▶店高原（28区）
▶本郷江原（29区）

【対象地区】
狸塚総合研修センター
第11投票区 第12投票区

（ヤングプラザ） （長柄公民館）

投票権のある人には、投票日前に入場券が郵送されます。
投票所をご確認ください。投票所別対象地区を掲載

※入場券の裏面を「期日前投票
宣誓書」としてご利用いただけ
ます。事前にご自宅などで記入
し、ご持参いただくと手続がス
ムーズになります。

Mon t h l y　P i c kUp ⅢMon t h l y　P i c kUp Ⅲ


